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■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■ＨＰ 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
■メール 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話

凡
例

を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
に
支
給
さ
れ

ま
す
（
左
上
表
）。

※
寡
婦
年
金
と
死
亡
一
時
金
は
、
一

方
し
か
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

■問 
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金

班
 。

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、

前
納
が
お
得

　
国
民
年
金
で
は
、
保
険
料
を
前
払

い
す
る
と
割
引
が
あ
る
「
前
納
」
と

い
う
制
度
が
あ
り
、
口
座
振
替
に
よ

る
「
前
納
」
と
現
金
納
付
や
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
に
よ
る
「
前

納
」
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
口
座
振
替
で
「
前
納
」
さ

れ
る
と
現
金
納
付
や
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
納
付
に
よ
る
「
前
納
」
よ
り

も
割
引
額
が
多
く
お
得
で
す
。

　
現
金
納
付
を
例
に
し
ま
す
と
、
こ

れ
か
ら
翌
年
3
月
分
ま
で
の
保
険
料

を
ま
と
め
払
い
す
る
と
、

　
例
え
ば
、　
月
分
か
ら
翌
年
3
月

10

分
ま
で
（
6
カ
月
分
）
を
ま
と
め
て

納
付
す
る
場
合
、
前
納
す
る
と
8

9
街
1
5
0
円
で
毎
月
納
め
て
い
た

だ
く
よ
り
も
7
3
0
円
お
得
に
な
り

ま
す
。

　
な
お
、
納
付
期
限
は
　
月
　
日
と

10

31

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
毎
月
納
め
る
よ
り
お
得
な
う
え
、

納
め
忘
れ
も
防
ぎ
と
て
も
便
利
で
す
。

　
詳
し
く
は
左
記
へ
ご
確
認
を
。

■問 
船
橋
年
金
事
務
所
（
緯
0
4
7
―

子
宮
頸
が
ん
検
診
・

乳
が
ん
検
診
の
会
場
変
更

　
　
月
か
ら
開
始
す
る
子
宮
頸
が
ん

10
集
団
検
診
、　
月
か
ら
開
始
す
る
乳

11

が
ん
集
団
検
診
の
会
場
を
変
更
し
ま

す
。
受
診
者
の
み
な
さ
ん
に
は
ご
迷

惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
了
承
願

い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
対
象
者
に
送

付
す
る
検
診
の
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

【
子
宮
頸
が
ん
集
団
検
診
】

■時 
　
月
　
日
俄
。

10

15

■場 
〈
変
更
前
〉
本
埜
フ
ァ
ミ
リ
ア
館

→
〈
変
更
後
〉
本
埜
保
健
セ
ン
タ
ー
。

【
乳
が
ん
集
団
検
診
】

■時 
　
月
　
日
牙
、　
日
画
。

11

15

16

■場 
〈
変
更
前
〉
本
埜
フ
ァ
ミ
リ
ア
館

→
〈
変
更
後
〉
本
埜
保
健
セ
ン
タ
ー
。

■問 
中
央
保
健
セ
ン
タ
ー
成
人
保
健
班

（
緯
碓42 
5
5
9
5
）。

予
防
接
種

【
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ

ク
チ
ン
予
防
接
種
】

胸
接
種
期
間
…
　
月
1
日
俄
～
　
月

10

12

　
日
俄
。

31　
た
だ
し
、
年
末
は
医
療
機
関
が
休

診
と
な
る
の
で
、
早
め
に
接
種
の
予

約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■対 
市
内
在
住
で
、
昭
和
　
年
　
月
　

22

11

30

日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
お
よ
び
、　60

歳
～
　
歳
の
心
臓
・
腎
臓
・
呼
吸
器

64

の
機
能
障
害
に
よ
り
身
体
障
害
者
手

帳
1
級
を
有
す
る
人
。

胸
通
知
…
対
象
者
に
は
、
9
月
末
に

予
診
票
を
発
送
し
ま
し
た
（
今
年
か

ら
は
が
き
通
知
か
ら
予
診
票
通
知
に

変
更
し
て
い
ま
す
）。

※
9
月
1
日
以
降
に
転
入
し
た
人
は

申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

胸
自
己
負
担
金
…
1
街
0
0
0
円
。

※
詳
し
い
実
施
方
法
・
実
施
医
療
機

関
に
つ
い
て
は
、
同
封
し
た
案
内
文

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

予
防
接
種
（
　
価
）】

23

　
高
齢
者
の
肺
炎
の
原
因
と
な
る
病

原
体
の
中
で
最
も
頻
度
の
高
い
「
肺

炎
球
菌
」
に
よ
る
肺
炎
を
予
防
す
る

ワ
ク
チ
ン
で
す
。

■対 
　
歳
以
上
の
人
（
過
去
5
年
以
内

65
に
価
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
さ

れ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
接
種
で
き
ま

せ
ん
）。

■場 
市
内
委
託
医
療
機
関
の
み
。

胸
予
診
票
…
市
内
委
託
医
療
機
関
に

置
い
て
あ
り
ま
す
。

■費 
4
街
0
0
0
円
（
生
活
保
護
者
は
、

無
料
）。

※
公
費
助
成
は
、
生
涯
1
回
の
み
。

■問 
健
康
増
進
課
母
子
保
健
班
（
中
央

保
健
セ
ン
タ
ー
内
・
緯
碓42 
5
5
9

（７）平成２４年（２０１２）１０月１日号

　
ま
た
、
右
記
の
届
け
出
を
し
た
人

で
修
学
終
了
と
な
っ
た
場
合
も
届
け

出
が
必
要
で
す
。

■問 
国
保
年
金
課
資
格
給
付
班
（
緯
内

線
2
8
6
～
2
8
7
）。

年
金
相
談
所
を
開
設

　
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
年
金
に

関
す
る
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
に
関
す
る

こ
と
お
よ
び
年
金
請
求
手
続
き
や
加

入
記
録
の
確
認
な
ら
び
に
、
そ
の
ほ

か
年
金
制
度
に
関
す
る
こ
と
な
ど
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
時

間
は
、
一
人
　
分
で
す
。

30

■時 
　
月
　
日
牙
・
午
前
　
時
～
午
後

10

25

10

3
時
　
分
。

15

■場 
印
旛
支
所
住
民
相
談
室
。

■定 
8
人
（
予
約
制
）。

■申 
　
月
　
日
我
ま
で
に
左
記
ま
で

10

10

（
先
着
順
）。

※
申
し
込
み
の
際
、
基
礎
年
金
番
号

の
分
か
る
も
の
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

■問 
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

（
緯
内
線
2
8
8
・
2
8
9
）。

国
民
年
金
の
独
自
の
給
付

　
国
民
年
金
に
は
、
老
齢
基
礎
年
金
、

障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
の

ほ
か
に
次
の
給
付
が
あ
り
ま
す
。

【
付
加
年
金
】

　
定
額
の
保
険
料
に
月
額
4
0
0
円

の
付
加
保
険
料
を
合
わ
せ
て
納
め
る

こ
と
で
、
老
齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ

さ
れ
て
支
給
さ
れ
る
年
金
で
す
。

　
付
加
年
金
額
は
、
2
0
0
円
×
付

4
2
4
―
8
8
5
4
）、
国
保
年
金

課
高
齢
者
医
療
年
金
班
。

加
保
険
料
納
付
月
数
で
算
出
さ
れ
、

物
価
ス
ラ
イ
ド
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
付
加
保
険
料
は
、
お
申
し
出
の

あ
っ
た
月
分
か
ら
納
め
ら
れ
ま
す
が
、

加
入
で
き
る
の
は
、
国
民
年
金
の
支

払
い
を
し
て
い
る
第
1
号
被
保
険
者

ま
た
は
、
任
意
加
入
し
て
い
る
人
で
、

学
生
納
付
特
例
や
免
除
な
ど
を
受
け

て
い
な
い
人
に
限
り
ま
す
。

　
ま
た
、
国
民
年
金
基
金
に
加
入
し

て
い
る
人
は
付
加
年
金
に
加
入
で
き

ま
せ
ん
。

【
寡
婦
年
金
】

　
加
入
期
間
が
第
1
号
被
保
険
者
期

間
の
み
で
、
保
険
料
を
納
め
た
期
間

と
免
除
期
間
を
合
わ
せ
て
　
年
（
3

25

0
0
月
）
以
上
あ
る
夫
が
亡
く
な
っ

た
と
き
、
夫
に
生
計
を
維
持
さ
れ
て

い
た
妻
（
婚
姻
期
間
が
　
年
以
上
）

10

に
、
夫
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
老

齢
基
礎
年
金
額
（
付
加
年
金
は
除

く
）
の
4
分
の
3
の
額
を
、　
歳
～

60

　
歳
の
間
受
け
ら
れ
る
年
金
で
す
。

65　
た
だ
し
、
死
亡
し
た
夫
が
老
齢
基

礎
年
金
や
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て

い
た
場
合
は
、
寡
婦
年
金
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

【
死
亡
一
時
金
】

　
第
1
号
被
保
険
者
（
任
意
加
入
被

保
険
者
を
含
む
）
と
し
て
国
民
年
金

保
険
料
を
3
年
（
　
月
）
以
上
納
め

36

た
人
が
、
年
金
を
受
け
ず
に
亡
く

な
っ
た
と
き
、
生
計
を
同
一
に
し
て

い
た
遺
族
が
、
遺
族
基
礎
年
金
な
ど

5
）。

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
教
室

■時 
　
月
　
日
峨
・
午
前
　
時
～
正
午

10

23

10

（
受
け
付
け
9
時
　
～
）。

30

■場 
印
旛
合
同
庁
舎
大
会
議
室
（
佐
倉

市
鏑
木
仲
田
町
）。

■内 
講
演
「
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
児
の
食

事
と
栄
養
に
つ
い
て
」
と
交
流
会
。

噛
講
師
…
長
谷
川
実
穂
氏
（
国
立
病

院
機
構
相
模
原
病
院
臨
床
研
究
セ
ン

タ
ー
管
理
栄
養
士
）。

■対 
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
子
ど
も
を
持

つ
保
護
者
お
よ
び
家
族
。

■定 
約
　
人
（
お
子
さ
ん
の
入
場
は
で

30

き
ま
せ
ん
）。

■申 
　
月
　
日
俄
ま
で
に
、
電
話
で
左

10

15

記
へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■問 
印
旛
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
地
域
保

健
福
祉
課
栄
養
担
当
（
印
旛
保
健
所

内
・
緯
0
4
3
―
4
8
3
―
1
1
3

4
）。

健
康

国
保
・
年
金

国
民
健
康
保
険

こ
ん
な
と
き
は
届
け
出
を

【
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た

場
合
・
加
入
し
た
場
合
】

　
会
社
を
辞
め
た
な
ど
の
理
由
で
健

康
保
険
の
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
、

本
人
と
被
扶
養
者
は
国
民
健
康
保
険

（
以
下
、
国
保
）
に
加
入
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
退
職
日
の
翌
日
か
ら
加

入
資
格
が
発
生
し
ま
す
の
で
、　
日
14

以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
国
保
の
加
入
手
続
き
が
遅
れ
て
も
、

加
入
日
は
資
格
取
得
日
ま
で
さ
か
の

ぼ
り
、
こ
の
期
間
の
保
険
税
も
納
付

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
会
社
の
健
康
保
険
に
新
た

に
加
入
し
た
場
合
は
、
国
保
の
資
格

喪
失
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。
資
格

が
な
く
な
っ
た
後
、
国
民
健
康
保
険

証
を
使
っ
て
診
療
を
受
け
た
場
合
、

国
保
の
医
療
費
は
返
還
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
保
険
証
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
現

在
か
か
っ
て
い
る
医
療
機
関
に
そ
の

旨
を
伝
え
、
新
し
い
保
険
証
を
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

【
修
学
の
た
め
、
市
外
に
住
所
を

定
め
る
と
き
】

　
修
学
の
た
め
に
市
外
に
転
出
す
る

と
き
は
届
け
出
が
必
要
で
す
。
届
け

出
を
し
な
い
と
当
市
の
国
保
の
資
格

を
失
い
ま
す
。

10月3110月31日日我我はは
国民健康保険国民健康保険税税・・

後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料のの
納期納期限限

　10月31日我は、第4期納期限
です。納め忘れのないようにお願
いします。
　口座振替をご利用の人は、残高
不足のないよう、ご確認ください。
　納付が困難な場合は、そのまま
にせず、下記窓口でご相談くださ
い。
■問 国保年金課保険税班（緯内線
281～284）、国保年金課高齢者
医療年金班（緯内線289・299）。

胸死亡一時金額表胸
一時金の額保険料納付済み期間

120,000円36月以上180月未満

145,000円180月以上240月未満

170,000円240月以上300月未満

220,000円300月以上360月未満

270,000円360月以上420月未満

320,000円420月以上　　　　　

※付加保険料を３６月以上納付している場合は、８,５００円
が加算されます。
※４分の３納付月数は４分の３月、半額納付月数は２
分の１月、４分の１納付月数は４分の１月として計算。

胸国民年金「前納」の割引・納付期限胸
納付期限割引額前納額納付開始月
10/31730円89,150円10月から
11/30490円74,410円11月から
H25.1/4290円59,630円12月から
H25.1/31150円44,790円H25.1月から
H25.2/28  50円29,910円H25.2月から

※金額は、現金納付の場合です。
※前納を希望する人は、船橋年金事務所までご連絡ください。


